
千葉市土地区画整理事業の保留地台帳管理要綱 

第 1 条（目的） 

この要綱は、「千葉市土地区画整理事業の保留地処分に関する規則」（以下「規則」という。）第 45

条に規定する保留地台帳（以下「台帳」という。）について詳細を定めることを目的とする。 

 

第 2 条（定義） 

この要綱において「保留地」とは、換地処分の公告の日以前に処分した保留地予定地及び土地区画整

理法（昭和２９年法律第１１９号）（以下「法」という。）第 96 条第 2 項の規定により換地計画におい

て定められた保留地をいう。 

2 この要綱において保留地の所有権とは、換地処分の公告の日の翌日に施行者が取得する保留地の譲

受権及び保留地の引渡しの日から換地処分の公告の日までの使用収益権をいう。 

 

第 3 条（台帳） 

 台帳は、法第 96 条第 3 項の土地区画整理審議会の同意を得た後、次の各号に定めるものをひと筆ご

とに整備する。 

(1) 保留地の表示に関する事項書（様式-1） 

(2) 保留地の所有権に関する事項書（様式-2） 

(3) 保留地の所有権以外の権利に関する事項書（様式-3） 

 

第４条（台帳への記載） 

台帳への記載は、施行者との売買の成立又は、申請に基づく承認の決裁終了後において直ちに行うも

のとし、記載事項は次の各号に定めるところによる。 

(1) 保留地の表示に関する記載事項は、表示年月日、街区番号、画地番号、底地の所在地番、住居表示

（住居表示が、実施されている場合に限る。）、売買地積等のほか保留地売買契約書に記載されてい

る事項とする。 

(2) 所有権に関する記載事項は、街区番号、画地番号、番号、所有者の住所及び氏名（法人にあっては、

主たる事務所の所在地及び名称）、共有者の持分、原因およびその日付、申請の受付日及び承認日

とする。 

(3) 所有権以外の権利に関する記載事項は、街区番号、画地番号、番号、権利の内容、権利者及び債務

者（権利内容が、抵当権等の場合で所有権者以外の者の場合に限る。）の住所及び氏名（法人にあ

っては、主たる事務所の所在地及び名称）、原因およびその日付、申請の受付日及び受理通知日と

する。 

(4) 番号は、所有権に関する記載事項又は所有権以外の権利に関する記載事項を記載するときに、その

申請の届け出順に番号を附し、記載するものとする。 

(5) 下線は、保留地の表示の変更、所有者又は所有権以外の権利者又は債務者の表示の変更、又は所有

権以外の権利内容の変更、又は所有権以外の権利を抹消する場合等において、削除する記載事項に

付するものとする。 

(6) 保留地の所在地番は、当該保留地の底地の所在地番とし、保留地台帳には、すべての底地を記入す

るものとする。 

 



第 5 条（所有権移転） 

保留地の所有権を移転するときは、権利者及び義務者が連署した所有権移転申請書（様式-5）により、

第 6 条による書類を添付して、施行者の承認を得なければならない。 

2 権利者又は義務者が 2 名以上であるときは、氏名の前にその持分を記載しなければならない。 

3 次に掲げた者は、所有権移転申請書の義務者の連署を要しない。 

(1) 判決により、保留地の所有権を取得した者 

(2) 相続により、保留地の所有権を取得した者 

 

第 6 条（所有権移転申請に添付する図書） 

前条により、所有権移転を申請する者は、所有権移転申請書に次の書類を添付しなければならない。 

(1) 原因証書（売買契約書、遺言書や遺産分割協議書等の相続について確認できる書類、贈与や遺贈に

よる内容が確認できる書類、判決等により譲受権を証明する書類等） 

(2) 印鑑証明書（申請義務者に限る。） 

(3) 住民票抄本、法人にあっては資格証明書（申請権利者に限る。） 

(4) 代理人によって申請するときは、代理権限を証する書面 

 

第 7 条（所有権移転の承認） 

施行者は、第 5 条の申請が次条の却下事項に該当しないときは、台帳にその内容を記載して速やか

に所有権移転を承認（様式-6）しなければならない。 

 

第 8 条（申請の却下） 

施行者は、次に掲げる場合には、理由を付し、申請を却下することができる。（様式-7） 

ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、施行者が定めた相当の期

間内に申請人がこれを補正したときは、この限りでない。 

(1) 申請に係る保留地の土地区画整理事業施行地区が、当該申請を受けた事務所の管轄に属しないと

き。 

(2) 当該申請の内容が、台帳に記載すべき内容でないとき。 

(3) 申請に係る事項が、既に台帳に記載されているとき。 

(4) 申請の権限を有しない者の申請によるとき。 

(5) 申請事項又は、その提供の方法が、法又は施行規程又はその他の法令の規定により定められた方式

に適合しないとき。 

(6) 申請事項の内容である保留地又は申請の目的である権利が台帳記載内容と合致しないとき。 

(7) 申請事項の内容が、保留地に係る契約内容に適合しないとき。 

 

第 9 条（所有権以外の権利の申告） 

所有権以外の権利の申告は、法第 85 条及び施行規則第 23 条を準用し、下記に定める方法による申

告するものとする。（様式-8） 

2 前項の規定により、申告することができる権利は、次に定める権利とする。 

(1) 先取特権、質権、抵当権の換地処分を停止条件とした設定請求権 

(2) 借地権、地上権、永小作権、賃借権 



(3) 地役権の換地処分を停止条件とした設定請求権 

3 この申告をする場合は、所有権以外の権利者と所有者若しくは権利の目的である権利を有する者と

連書して、下記書類を添付しなければならない。 

(1) 当該権利を証する書類 

(2) 申告書に署名した者の印を証する印鑑証明 

(3) 申告する権利が宅地の一部を目的とする場合は、その部分の位置を明らかにする見取り図（方位を

記載すること） 

4 申告した権利に変動を生じた場合は、所有権以外の権利者と所有者若しくは権利の目的である権利

を有する者が連書し、下記書類を添付して施行者に届け出なければならない（様式-9）。 

(1) 当該権利の移転・変動・消滅を証する書類 

(2) 権利変動届出書に署名した者の印を証する印鑑証明 

(3) 届出申告する権利変動が宅地の一部を目的とする場合は、その部分の位置を明らかにする見取り図

（方位を記載すること） 

5 施行者は、申告された権利を証するに足りないと認めるときは、さらに必要な書類の提出を求める

ことができる。 

  

第 10 条（所有権以外の権利の申告等の受理） 

前条の規定による申告等が第 8 条の却下事項に該当しないときは、台帳にその内容を記載して速や

かに所有権以外の権利の申告を受理（様式-10）しなければならない。また、権利変動届の受理につい

ても同様とする。（様式-11） 

 

第 11 条（保留地の分割等） 

保留地の分割又は、合併等で形状を変更する場合においては、保留地変更申請書（様式-13）により

施行者の承認を得なければならない。 

 

2 前項の規定による申請書には、次の図書を添付しなければならない。 

(1) 位置図 

(2) 保留地変更前後図 

(3) 保留地変更前後求積図 

(4) 印鑑証明書 

 

第 12 条（保留地の分割等の承認） 

前条の規定による申請が第 8 条の却下事項に該当しないときは、台帳にその内容を記載して速やか

に保留地の変更を承認（様式-14）しなければならない。 

 

第 13 条（住所又は氏名の変更） 

所有権者又は所有権以外の権利者は、住所又は氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在又は名称）

を変更したときは、住所・氏名変更届（様式-16）により届け出なければならない。 

2 前項の住所・氏名変更届に住所又は氏名（法人にあっては、主たる事務所の所在又は名称）の変更

を証する書類を添付しなければならない。 



 第 14 条（受理証明発行願） 

第 6 条又は第 11 条による申請書、第 9 条による申告書若しくは届出書、第 13 条による変更届書を

提出した者は、必要がある場合にその申請等を受け付けた旨の受理証明発行願（様式-17）を提出する

ことができる。 

 

第 15 条（受理証明の発行） 

前条により、受理証明書の発行願が提出された場合は、受理証明書（様式-18）を発行することがで

きる。 

 

第 16 条（保留地証明） 

保留地証明書に関しては別途、「土地区画整事業に係る証明書交付事務取扱要領」（平成１３年７月

１０日施行）保留地証明の定めるところにより、発行することができ、千葉市証明手数料条例により手

数料を徴収するものとする。 

 

第 17 条（保留地台帳の閲覧、謄写） 

利害関係人は、台帳を閲覧又は謄写することができる。（様式-19） 

２ 利害関係人が、保留地台帳の写しを請求する場合は、土地区画整理事業に係る証明交付等事務取扱

要領の第 6 条その他の証明の申請により保留地台帳の写しを申請することができる。 

 

３ 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、交付することが適当と認められたときは、

保留地台帳の写しに、原本確認証明を添付し交付することができる。なお、千葉市証明手数料条例によ

り手数料を徴収するものとする。 

 

第 18 条（台帳の閲覧期間） 

 台帳の閲覧に供する期間は、法第 98 条第 1 項の規定に基づき仮換地の指定日以降、保留地の所有権

に関する事項書の最終の所有者欄に記載された者に所有権移転の登記を嘱託する日までとし、台帳は永

年保存とする。 

 

第 19 条（保留地の図面の閲覧、謄写） 

保留地の図面（仮換地図又は換地図）の閲覧又は謄写は、別途「仮換地図等の閲覧及び写しの交付事

務取扱要領」（平成１５年４月１日施行）の定めるところによる。 

 

第 20 条（附則） 

この要綱は、平成２０年１１月１３日から施行する。 

 

 


